
99 

 

 

第4章 食品表示データ管理方法及び読取り方式の検討 

4.1 食品表示データの管理方法の調査 
4.1.1 調査の目的 

近年、デジタルツールを活用した食品表示情報の提供に関する検討を取り巻

く国内や海外の動向として、新たな技術を用いた表示のルールに関する検討や

デジタル基盤を活用が検討されている。令和２年度と３年度に消費者庁におい

て食品表示のデジタルツールの活用に関する実証を行うに当たっては、様々な

食品製造事業者や商品情報サービス事業者等から実証用のデータ提供を受け、

実証用に構築したデータベースにデータを取り込む方式とした。一方、当該方式

を実施する場合の技術的課題として、食品表示データのフォーマット等が食品

製造事業者ごとに異なっており、そのため食品表示データ利用者がデータを利

用する際はデータを加工する必要が生じることなどがあると確認されている。

したがって、食品表示データをデジタル活用する際に、当該データが正確性や信

頼性が確保され、かつ広く利用される方式とするため、食品表示データ管理方式

のあり方を検討した。 

 
4.1.2 調査の概要 

（1） 食品表示データのデータ流通における現状 

食品表示データは、食品製造事業者から小売事業者へ Excel の規格書を使用

して食品表示データを提供する、食品製造事業者等から商品情報サービス事業

者が収集してデータベース化して販売されたデータを購入する、といった形式

で流通している。また、食品製造事業者が自社ホームページ等で食品表示データ

を公開している場合も、一部の大手食品事業者が公開するに留まっている。 
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図表 47 データの流通モデルの分類と食品表示データの位置付け 
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（2） 食品表示データの流通及び公開の方向性 

（１）に記載したとおり、食品表示データは利活用可能な形態として流通し

ていないのが現状である。容器包装上の表示事項を食品表示データとして利活

用可能な形態とするためには、食品表示データを無償かつ制約なく利用可能な

オープンデータとすることが望ましいと考えられる。 

そのため、本調査においては、食品表示データをオープンデータとして流通

させることを前提とし、オープンデータに求められる技術的な要件及び課題に

ついて、概念実証（Poc：Proof of concept）により整理することとした。 

 

（3） オープンデータの定義 

オープンデータは、だれもがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編

集、再配布等）できるよう、次の項目に該当する形式で公開されたデータと定義

されている。10 

• 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの 

• 機械判読11に適したもの 

• 無償で利用可能なもの 

 

また、オープンデータについて国内外で広く参照される文書のひとつである

「5 ★ Open Data（ファイブ・スター・オープンデータ）」12では、データの成熟

度を機械判読性の観点から５つに分類している。 

 オープンデータレベル１ 

オープンライセンスでデータを公開（JPEG 画像、PDF 等） 

 オープンデータレベル２ 

コンピュータで処理可能なデータを公開（Excel、Word 等） 

 オープンデータレベル３ 

オープンに利用できるフォーマットでデータを公開（CSV 等） 

                                                      

10 オープンデータ基本指針（平成 29 年 5 月 30 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部・官民データ活用推進戦略会議決定） 

11 「機械判読」とはコンピュータプログラムが自動的にデータを加工、編集等ができること

を指す 

12オープンデータを５段階に定義付けしたもの。Web の創設者 Tim Berners-Lee が提唱。

（https://5stardata.info/en/） 
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 オープンデータレベル４ 

web 標準のフォーマットでデータを公開（RDF、JSON 等） 

 オープンデータレベル５ 

他のデータへのリンクを入れたデータ（LOD）を公開（Linked-RDF） 

 

図表 48 5 ★ Open Data によるオープンデータの公開レベル13 

 
 

（4） 国内外におけるオープンデータの活用事例 

食品表示データのオープンデータを活用した国内外の事例について、文献を

調査したところ、海外では複数の事例が存在したが、国内においては見当たらな

かった。一方、国内ではサービス展開が豊富な公共交通に関する事例が存在した。

そこで、オープンデータの活用事例として、国内における公共交通に関する事例

と海外における食品表示データに関するサービス事例を紹介する。 

  

                                                      

13 5 ★ Open Data より引用。（https://5stardata.info/en/） 



103 

 

 

国内におけるオープンデータの活用事例 

国内の公共交通におけるオープンデータの利活用は、公共交通オープンデー

タ協議会14が中心となり、主要な交通事業者のデータを利活用したサービス創出

のコンテスト「東京公共交通オープンデータチャレンジ15」の開催や、「公共交通

オープンデータセンター16」の運営を行っている。交通事業者が公開するデータ

は、公共交通オープンデータセンターに集約して登録されており、無償の会員登

録を行うことで、だれもが自由に利用できる。列車時刻表や運行情報、列車リア

ルタイムロケーション等の様々なデータが登録されており、システム利用しや

すい JSON 形式17で公開されていることから、公共交通に関するオープンデータ

を活用した多様なアプリケーションサービスで利用されている（図表 49）。 

 

海外におけるオープンデータの活用事例 

海外には、各国の政府機関等が公開・提供する食品表示データに関するプラ

ットフォームが存在する。食品表示データは、官民パートナーシップ協定を締結

する企業や研究機関から収集される他、クラウドソーシング18による収集、政府

系民間企業による独自収集及びデータ提供が義務付けられている特定の生産者

や食品事業者からの収集等、多岐にわたる。食品表示データの更新頻度は、デー

タを入手した際の随時更新とする場合が多いが、数年ごとの定期的な更新、日次

更新とするプラットフォームも存在する。また、公開しているデータ形式は、

PDF 形式、Excel 形式、CSV 形式に加え、JSON 形式や Linked-RDF 形式も存

在する。海外においては、これらのプラットフォームを活用して、食品表示デー

タに関する様々なサービスが創出されている（図表 50、図表 51）。 

 

 

                                                      

14 https://www.odpt.org/ 

15 https://tokyochallenge.odpt.org/ 

16 https://www.odpt.org/overview/ 

17 JSON（JavaScript Object Notation）は、データ連携するために定められたファイル記述形

式の種類の１つ。様々なプログラミング言語と組み合わせた利用が可能であり、システム利用

しやすい特徴を持つ。 

18 不特定の人（クラウド＝群衆）に業務を外部委託（アウトソーシング）するという意

味の造語。仕事の受託を希望する人が自らの有するスキルを登録し、発注者が発注業務に

適する人材を募集する仕組みのこと。 
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図表 49 国内のオープンデータを活用したサービス事例 

（ジョルダン乗換案内19、Google マップ20、NAVITIME21） 

 

                                                      
19 https://www.jorudan.co.jp/ 
20 https://www.google.com/maps/ 
21 https://www.navitime.co.jp/ 
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図表 50 海外のオープンデータを活用したサービス事例 

（Fooducate22、Lose It!23） 

 

                                                      
22 https://www.fooducate.com 
23 https://www.loseit.com 
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図表 51 海外の食品表示データプラットフォーム事例 

24 

                                                      

24 Open Food Facts は、特定の国に特化した食品ではなく、全世界の食品情報が記載されたウ

ェブサイトである。フランスにおいては、政府が公開するオープンデータポータルサイトに食

品情報を参照する場合は Open Food Facts へリンクされている。 
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（5） 食品表示データが将来的に目指すべきオープンデータレベル 

食品表示データをオープンデータ化する場合のメリット及びデメリットを、

食品表示データの公開者（食品製造事業者等）と公開されたデータを利用するア

プリケーション事業者の視点から整理することで、食品表示データが目指すべ

きオープンデータレベルを検討した（図表 52）。 

図表 52 から、オープンデータのレベルが高くなるにつれ、データを利用する

アプリケーション事業者にとっては公開された食品表示データが利用される可

能性が高くなると想定された。また、アプリケーション事業者へのヒアリングに

おいても、アプリと自動連係可能なデータ形式によるオープンデータ化が期待

されており、CSV や Excel 形式による公開は望まないという意見も聞かれてい

る（P.51 参照）。 

一方、食品製造事業者等のデータ公開者にとっては、オープンデータのレベ

ルが高くなるにつれ、データ公開に係る負担が増加すると想定された。Linked-

RDF 形式で食品表示データを公開する場合、データ公開者である食品製造事業

者等には、専門的な知識が必要となる。そのため、特に中小企業の食品製造事業

者には、技術的な負担が大きくなることも想定された（食品製造事業者は国内に

数万社以上存在することから、オープンデータ化するにあたり、各食品事業者が

データを公開した際にどのようなデータ管理方式の検討も必要となる。）。 

以上から、PoC は食品事業者が食品製造表示データを Linked-RDF 形式でオ

ープンデータ化する前提で行うとともに、実現するに際しての技術的な課題を

調査した。 

本調査においては、将来的な食品表示データの流通を踏まえ、様々なデータ

との組み合わせにより応用可能で拡張性がある、オープンデータレベル５

（Linked-RDF 形式）でデータを公開することが望ましいと整理した。 
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図表 52 オープンデータレベル別のメリット・デメリット 
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（6） 食品表示データを Linked-RDF ファイル化する際の課題等整理 

本実証では、食品表示データを Linked-RDF ファイル化する際の利点及び課

題を整理するため、次のような仮説及び検証内容を設定した。 

 

図表 53 食品表示データを Linked-RDF ファイル化する際に想定される利

点、課題、仮説及び検証内容 
観点 仮説 検証内容 

利点 

Linked-RDF 形式により、データを機

械的にチェックすることが可能となる

ことで、アプリ等で使用する際に利用可

能性が高まる。 

Linked-RDF ファイルを作成し、機械

的にチェックできることを確認する。 

オープンデータ化することにより、デ

ータを分散して公開することが可能に

なり、データを一元的に集約する必要が

なくなる。常に最新のデータにアクセス

することが可能となる他、データの集中

管理に必要なプラットフォームの構築

が不要になり、データ管理コストの低減

が見込まれる。 

作成した Linked-RDF ファイルをホ

ームページに公開し、ホームページから

のファイル取得及びデータ公開専用デ

ータベース（SPARQL）への登録を自動

化する。 

 

食品表示データにリンクを設けるこ

とにより、食品表示データに関する栄

養、アレルギー物質に関連する詳細な情

報を参照することができる。 

食品表示データにハイパーリンクを

設定し、 Linked-RDF データを活用し

て関連するデータを参照することがで

きる。 

課題 

Linked-RDF ファイルを作成するた

めの難易度が高いが、作成支援ツールの

利用により、負荷軽減が可能となる。 

食品表示データの Linked-RDF ファ

イルを作成するにあたり Linked-RDF

ファイル作成支援ツール（フリーライセ

ンス）を使用する。 

 

4.1.3 Poc の実施 

（1） 設計 

食品表示データをオープンデータ化するにあたり、データの管理体系として

は集中管理型と分散管理型の２つのモデルが考えられるが、今回 Poc を実施す

るに当たっては、4.1.2（６）で整理したとおり、常に最新のデータを参照でき、

データ管理コストの低減を見込むことが可能な分散管理型で設計を行った。 
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図表 54  想定される食品表示データ管理体系 

No データ管理体系 
Linked-RDF ファイル 

公開方法 

Linked-RDF ファイル 

取得方法 

1 集中管理型 

Linked-RDF ファイル集約

者が食品事業者から収集した

データを公開する。 

データ利用者であるアプリ

事業者等は、Linked-RDF ファ

イル集約者からファイルを受

領する。 

2 

分散管理型 

食品事業者が任意の場所（各

食 品 事 業 者 の HP 等 ） に

Linked-RDF ファイルを公開す

る。 

データ利用者であるアプリ

事業者等は、各食品事業者が公

開する場所から Linked-RDF

ファイルを自由に取得する。 

3 

食品事業者が Linked-RDF

ファイル公開専用サイトにフ

ァイルを公開する（サイトは消

費者庁等が提供）。 

ただし、公開専用サイトは食

品事業者がファイル公開のみ

実施することを想定しており、

ファイル・データ管理は行わな

い。ファイル・データ管理は各

食品事業者が実施する。 

データ利用者であるアプリ

事業者等は、専用の LOD ファ

イル公開サイトから LOD ファ

イルを自由に取得する。 

 

実証モデルの業務プロセス及びデータフローは次のように設計した。 
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図表 55 食品表示データにおいて Linked-RDF ファイル 

を利用した実証モデル 
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図表 55 における業務プロセスの詳細は次のとおりである。①～⑤まで、図表 

55 のデータ公開までの業務プロセスに対応している。 

 

 食品表示データ語彙定義ファイル作成（ルール形成） 

Linked-RDF 形式での食品表示データの作成及び公開ルールを定める。本

実証では、食品表示関連法令にて定められた義務表示事項を食品表示データ

項目とした。語彙定義に必要な文字型や桁数は PITS 規格に準拠した。 

 食品表示データの Linked-RDF ファイルの作成（食品製造事業者） 

①で作成した定義に従い、Linked-RDF ファイルを作成する。Linked-RDF

ファイル作成にあたり、「LinkData.org」25が公開している Linked-RDF 作成

支援ツール26を利用した。 

 Linked-RDF ファイル公開（食品製造事業者） 

作成した Linked-RDF ファイルを、自社 Web サイト又は指定された Web

サイトへ公開する。本実証では、オープンデータ利用支援プラットフォーム

「LinkData.org」を公開先として指定した。 

 Linked-RDF ファイル取り込み（アプリケーション事業者等） 

③で公開された Linked-RDF ファイルを取り込む。取り込みにあたり、本

実証では Linked-RDF 形式の専用データベースの「Apache Jena Fuseki

（SPARQL）」27を利用した。 

 Linked-RDF データを利用したサービス提供（アプリケーション事業者

等） 

取得した Linked-RDF 形式のデータを利用して、アプリ等で表示する。本

実証では、Linked-RDF 形式の食品表示データを参照するための Web 画面

を作成し、表示した。 
 

4.1.4 実証結果 

本実証では、食品製造事業者が食品表示データを Linked-RDF 形式でファイ

ルを作成し公開するとともに、公開されたファイルを基にアプリケーション事

                                                      

25 LinkData.org（http://linkdata.org/） 

26 LinkData.org -テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト-

（http://linkdata.org/home） 

27 Apache Jena Fuseki（https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/） 
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業者等が食品表示データをアプリで表示することを想定して実施した。 

 

①食品表示データ語彙定義ファイル作成（ルール形成） 

食品表示データを公開するに当たり、統一的なルールとなる定義情報が必要

となることを確認した。 

今後、食品表示データのオープンデータ化を進めるに当たっては、当該定義

のような統一的な公開ルールを整備する必要がある。 

 

②食品表示データの Linked-RDF ファイルの作成（食品製造事業者） 

本実証で使用した食品表示データ及び食品表示関連法令にて定められた義務

表示及び任意表示事項を基に、Linked-RDF ファイルを作成できることを確認し

た（図表 56）。 

本実証ではツールを利用することで、Linked-RDF ファイルに登録されたデ

ータ項目を機械的にチェックすることが可能となることを確認できたことから、

今後食品製造事業者が食品表示データのオープンデータ化を進めるに当たって

は、当該ツールのようなデータ作成支援ツールを準備し、公開する者の負担軽減

を図る必要がある。 
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図表 56 本実証で作成した Linked-RDF ファイル 
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③Linked-RDF ファイル公開（食品製造事業者） 

②で作成した Linked-RDF ファイルをオープンデータ利用支援プラットフォ

ーム「LinkData.org」を公開先として指定し、公開することができることを確

認した。 

④Linked-RDF ファイル取り込み（アプリケーション事業者等） 

③で公開された Linked-RDF ファイルを、Linked-RDF 形式の専用データベ

ース「SPARQL」を用い、取り込むことができることを確認した。 

⑤Linked-RDF データを利用したサービス提供（アプリケーション事業者

等） 

④で取得した Linked-RDF 形式の食品表示データを利用して、アプリを想定

した Web 画面で食品表示データを確認できることを確認した（図表 58）。 

 

図表 57  本実証において SPARQL に格納された食品表示データ（RDF 形式）

を、SPARQL 環境から検索した画面図 

 



117 

 

 

 

図表 58 本実証で作成した Linked-RDF ファイルのデータ参照 Web 画面 

  
 

4.1.5 考察 

実証の結果、概ね仮説通りの結果が得られた。食品表示データを Linked-RDF

ファイル化することで、アプリによる利活用も可能となることを確認した。当該

方式に則りデータが公開されれば、公開されたデータはアプリ事業者等のデー

タ利用者が利用することが可能となり、公開されたデータの取得も自動化する

ことが可能である。分散管理型のデータ管理方法が可能であることから、データ

管理及び運用に関する負荷やコストを低減できる可能性も高いと考えられる。 
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図表 59 食品表示データの Linked-RDF ファイル化の利点及び課題の仮説と

検証結果 
観点 仮説 検証結果 

利点 

Linked-RDF 形式により、データを機械

的にチェックすることが可能となるこ

とで、アプリ等で使用する際に利用可能

性が高まる。 

Linked-RDF ファイルを作成し、機械

的にチェックできることを確認した。 

オープンデータ化することにより、デ

ータを分散して公開することが可能に

なり、データを一元的に集約する必要

がなくなる。常に最新のデータにアク

セスすることが可能となる他、データ

の集中管理に必要なプラットフォーム

の構築が不要になり、データ管理コス

トの低減が見込まれる。 

ホームページ上に公開された Linked-

RDF 形 式 の フ ァ イ ル の 取 得 と

SPARQL への取り込みは自動化する

ことが可能となることを確認した。 

食品表示データにリンクを設けること

により、食品表示データに関する栄養、

アレルギー物質に関連する詳細な情報

を参照することができる。 

食品表示データに関連する情報のリン

クを設けることにより、関連データを

参照できることを確認した。 

課題 

Linked-RDF ファイルを作成するため

の難易度が高いが、作成支援ツールの

利用により、負荷軽減が可能となる。 

食品表示データの Linked-RDF ファイ

ル作成支援ツールを利用することによ

り、Linked-RDF ファイルの作成が容

易になることを確認した。 
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4.2 読取方式の調査検討 
4.2.1 調査の目的 

現在、我が国においては商品を一意に識別するためのコードとして JAN コー

ドが利用されている。JAN コードは、サイズ、内容量及び色などの商品の基本

的な要素ごとに食品製造事業者が商品番号を設定する規則となっている。 

しかし、食品表示において JAN コードでは商品を一意に識別できない場合が

存在する。例えば、同一商品における通常版と増量版のような内容量の違いや、

栄養成分、原材料等が一部異なる場合であっても、JAN コード上は同じ商品の

扱いとなることがある。そのため、食品製造事業者は食品表示情報の管理に JAN

コードに加えて、独自の商品管理コードを組み合わせてデータ管理している場

合がある。したがって、JAN コードでは食品表示データと現物の食品表示を１

対１で紐づけて確認することができないため、商品を一意に識別でき、かつ商品

情報の拡張を考慮した場合、JAN コード以外のコード体系であることが望まし

いと考えられる。 

以上を踏まえ、次の２つについて調査及び検討を行った。 

 食品表示データを一意に識別するためのコード体系及び商品情報の拡張可

能性のあるコード体系の調査及び検討を行った。 

 商品から食品表示データを識別する方式について、現状及び将来的に活用

可能な方式を調査し、最適な方式について検討を行った。 
 

4.2.2 調査の概要 

調査の目的を踏まえ、食品表示データを一意に識別するためのコード体系及

び商品から食品表示データを識別する方式について、それぞれ次の項目を調査

した。 

食品表示データを一意に識別するためのコード体系 

• 商品識別コード名称 

• 商品識別コード形式 

• 商品識別コード概要 

• コード採番規則 

• コード管理及び運用方法 

• コード採番における制約事項 

食品表示データを識別する方式 
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• 商品識別コード形式及び例 

• 商品識別方法 

• 商品識別における特徴及び制約 
 

4.2.3 調査の結果 

食品表示データを一意に識別するためのコード体系 

調査の結果、「GS1 アプリケーション識別子」のコード体系を活用することで、

商品から食品表示データを一意に識別することが可能である。「GS1 アプリケー

ション識別子」は、JAN コードの情報に加えて賞味期限及び消費期限、ロット

番号等の様々な商取引情報や物流情報の設定が可能である。 

なお、「GS1 アプリケーション識別子」においては、厚生労働省が医薬品業界

での利用を推奨している28。これにより、医療用医薬品及び医療器具に対する識

別コードとして利活用されている。 
  

                                                      

28 「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について

（https://www.pmda.go.jp/files/000213962.pdf） 
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図表 60 食品表示データを一意に識別するためのコード体系調査結果 
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食品表示データを識別する方式 

「GS1 アプリケーション識別子」は、商品を一意に識別することが可能であ

り、かつ商品情報の拡張が可能なコード体系である。このコード体系は、1 次元

シンボル（バーコード等）及び 2 次元シンボル（QR コード等）、電子タグ（RFID

等）に対して情報を付与することが可能である。 

 

図表 61 食品表示データを識別するための方式調査結果 
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4.3 考察 
4.3.1 食品表示データ管理方式の検討結果と今後の検討課題 

食品表示データを Linked-RDF ファイル化した上でデータ流通させることに

関しては、技術的に可能であり、データ利用者となるアプリケーション事業者等

にとって利便性が高いことを確認した。 

他方、データ公開者である食品製造事業者にとっては Linked-RDF ファイル

の作成負荷が高く、全ての食品製造事業者に Linked-RDF ファイル作成の技術

を求めることは現実的ではない。したがって、Linked-RDF ファイル作成負荷を

軽減するためのツール提供が必要である。 

また、オープンデータとして公開された食品表示データの信頼性29を担保する

ための仕組み及び公開したデータの責任の所在を明確にする必要もある。今後

は、食品表示データのオープンデータ化における標準化が求められる。 

データの管理体系は集中管理型と分散管理型が考えられた。本実証において

は、データ責任の所在をデータ公開者とするため、分散管理型で実施したが、今

後は、データ管理に係るコストや、データ流通に係るステークホルダー30間にお

けるメリット・デメリット等を鑑み、データ管理体系を検討する必要がある。 

以上を踏まえ、Linked-RDF 形式による食品表示データのオープンデータ化

については、今後以下について検討する必要がある。 

 食品表示データの Linked-RDF ファイル作成負荷軽減のツール提供 

 公開されたデータの信頼性を担保する仕組み 

 公開されたデータの責任の所在 

 Linked-RDF 形式のデータ流通によるデータ管理体系 

 食品表示データのオープンデータ化におけるデータ公開の標準化 

 

4.3.2 食品表示データ読取方式の検討の方向性 

本章における調査の結果、商品から食品表示データを一意に識別することが

可能であり、かつ小売店等において食品表示データの管理に適したコード体系

として、「GS1 アプリケーション識別子」が存在することを確認した。 

                                                      

29 当該食品を製造する事業者が公開したデータであること。なりすましによるデータ公開が

発生していないこと。 

30 データ公開者である食品製造事業者、データ利用者である消費者やデータを利用したサー

ビス提供事業者 等。 
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また、食品表示データの識別子は、1 次元シンボル（バーコード）及び 2 次元

シンボル（QR コード等）、電子タグ（RFID 等）の 3 種類が存在することを確認

した。1 次元シンボルにおける設定可能文字数は、数十文字程度と限られている。

一方、2 次元シンボル及び電子タグは、数千文字の情報を設定することが可能で

ある。 

以上を踏まえ、食品表示データの読取方式においては食品事業者の実行可能

性を踏まえながら、「GS1 アプリケーション識別子」を参考に、食品業界及び消

費者にとって利便性が高く実用性のあるコード体系を具体的に検討することが

望ましい。さらに、コードに多数の食品表示データを設定する場合、それに耐え

うる識別子である 2 次元シンボル又は電子タグの利活用を検討することが求め

られる。 

なお、デジタルツールを活用した食品表示情報の提供に関する検討に関する

海外動向として、国際的な食品規格を定めるコーデックス委員会において、技術

革新を用いた食品表示の提供に関する検討が行われている。その中で、QR コー

ドを用いた表示のガイドライン作成に関する検討が進められている状況も踏ま

え、食品表示情報の提供に関する海外動向も注視しつつ、国内における食品表示

情報の提供のあり方を検討することが望ましい。 
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第5章 新たなデジタルツールによる食品表示への活用可能性の検討 

5.1 調査の目的 
我が国における現在の容器包装上の食品表示では、義務表示事項の増加によ

り製品上に表示する文字が増加しているにも関わらず、パッケージ当たりの表

示可能面積が限られており、表示事項が見づらい状況となっている。このような

状況下で、消費者が必要な情報がすぐに把握できないといった指摘もある。 

そのため、分かりやすく活用される容器包装に限らない表示方法として、容

器包装の表示をデジタルツールで代替することが可能か技術的検証を行うこと

に併せ、消費者の意向を調査することを目的として令和 2 年度に「アプリケー

ションを活用した食品表示実証調査事業」を実施した。 

その結果、スマートフォンアプリを通じた食品表示データの利用について、

消費者から一定の評価が得られた。一方、スマートフォンを利用しない、若しく

は利用できない利用者も存在することから、利便性が向上しない消費者も確認

された。また、実証店舗の担当者にヒアリングを実施した結果、店舗の従業員に

対し、食品表示に関する質問をする消費者が一定程度存在することが確認され

た。 

以上のように様々な消費者が存在することを踏まえ、スマートフォンアプリ

だけではなく店舗に据え置いた機器を通じて食品表示情報を提供することや、

食品表示情報を確認するための別の手段も調査等する必要があることが示唆さ

れた。 

以上を踏まえ、本章では多様なニーズを持つ消費者に対して、どのような手

段で食品表示を伝達することが有効であるか確認することを目的として、食品

表示へ活用可能なデジタルツールの事例を調査した。 

 

5.2 調査の概要 
 調査の目的を踏まえ、次の観点から調査を行った。 

 食品表示をデジタル化して活用している事例 

 実際の導入事例 

 その他小売店舗におけるデジタル化事例 

 

（1） 調査対象範囲 

• 国内 



126 

 

 

• 国外のうち主要先進国及び近隣諸国 

ただし、国外の事例については確認できた国の事例のみ掲載した。 

 

（2） 調査項目 

 食品表示をデジタル化している事例 

• 提供している食品表示 

• サービス提供方法 

 実際の導入事例 

• デジタルツールを活用した食品表示情報提供サービス名 

• サービス提供国及び企業 

• サービス提供に活用しているデジタルツール 

• 概要 

 その他小売店におけるデジタル化事例 

 

5.3 調査の結果 
5.3.1 食品表示をデジタル化している事例 

食品表示をデジタル化している事例として、3 つの事例が確認できた。 

１つ目は、スマートフォンを用いて食品表示の一部を提供している事例であ

る。食品の容器包装上に掲載されている義務表示事項のうち、商品名及び内容量

についてスマートフォンアプリ等を介して提供していた。 

２つ目は、シェルフサイネージ（電子棚）を通じた食品表示情報の提供であ

る。原材料や栄養成分を表示して提供していた。一方、国内において食品表示情

報を提供した事例はなく、価格のみの提供であった。 

３つ目は、自動販売機により食品表示の一部を提供している事例である。食

品の容器包装上に掲載されている義務表示事項のうち、飲料水の栄養成分を表

示して提供していた。 
 

5.3.2 実際の導入事例 

１つ目のスマートフォンを用いたデジタルツールの活用事例としては、イオ

ンリテール(株)が提供する「レジゴー」において、商品名及び内容量を提供して

いた。レジゴーは、スマートフォンアプリを利用して消費者が商品バーコードの

セルフスキャンを行うことにより、決裁することができることがメインの機能
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であるが、さらに商品の一部情報を確認することもできる。この他にレジゴーと

類似するサービスとして、(株)トライアルホールディングスが提供する「スマー

トショッピングカート」や Amazon Fresh31が小売店舗にて提供する「ダッシュ

カート」が存在する。 

２つ目のシェルフサイネージを用いた事例として、The Kroger Co.（米国）が

提供するスマートシェルフ「EDGE」が存在する。EDGE は、小売店舗の商品棚

に小型のディスプレイを搭載したシェルフを設置することで、商品の価格やプ

ロモーション情報に加え、原材料や栄養成分をディスプレイに表示する。さらに、

商品のバーコードを消費者のスマートフォンアプリで読み取ることで、商品の

詳細な情報を確認することや、支払いを行うことも可能である。なお、シェルフ

サイネージの活用は国内においても確認できたが、価格表示のみの利用に留ま

っており、食品表示情報を提供している事例は確認できなかった。 

３つ目の自動販売機を用いた事例として、(株)JR 東日本クロスステーション

が提供する「次世代自動販売機」や、キリン(株)が提供する「デジタルサイネー

ジ自動販売機」が存在する。これらは、ディスプレイタッチパネル式の自動販売

機であり、栄養成分がディスプレイに表示される。 

なお、デジタルツールを活用した事例ではないが、自動販売機で食品表示情

報を提供する事例として、ダイドードリンコ(株)は飲料品の裏面に記載されてい

る成分表示をパッケージの前面に掲載する「裏面自動販売機」の導入実証を実施

していることを確認した。 

 

5.3.3 その他小売店におけるデジタル化事例 

小売店舗におけるデジタルツールを活用した事例として、Amazon.com, Inc

（米国）や Zhongshan BingoBox technology Co.（中国）が提供する「無人コン

ビニ」がある。無人コンビニでは、スマートフォンアプリの他、AI カメラや RFID

を活用して、消費者が購入した商品の判別及び決済を行う仕組みである。日本に

                                                      

31 Amazon.com, Inc（米国）が展開する生鮮食品、加工食品、日用品等を取り扱う配送サービ

ス。米国及び英国においては、配送サービスのほか、小売店舗も展開している。 
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おいても、JR 高輪ゲートウェイ駅において(株)TOUCH TO GO32が AI 技術を

活用した無人コンビニを展開している。 

なお、経済産業省が主体となって実施した「RFID を活用したスーパーマーケ

ットにおける商品ロス削減事業33」でも、消費者がスマートフォンアプリを用い

たサービスの実証も行われている。 

 

   

                                                      

32 JR 東日本スタートアップ株式会社とサインポスト株式会社による合弁会社。小売店舗

の労働力不足、地域店舗の維持等の課題を解決する無人決済システムソリューションを展

開している。（https://ttg.co.jp/） 

33 https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210120003/20210120003.html 
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図表 62 小売店舗におけるデジタルツール活用事例 
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5.4 考察 
調査の結果、食品表示がデジタル化され、利用されている事例は確認された

ものの、デジタル化の範囲は義務表示事項の一部に限定されていた。食品表示に

対する消費者のニーズは多様化していることを踏まえれば、今後食品表示デー

タの利活用のための検討を進め、デジタル化の範囲の拡大及びユースケースの

更なる開発が必要と考える。 

一方、小売店舗におけるデジタル化対応は国内外において拡大されている。

また、消費者の買い物を支援する様々なデジタルデバイスが投入され始めてお

り、こうしたデバイスが食品表示を伝達するための媒体になりうる可能性が想

定された。 

したがって、食品表示がデジタル化され、データとして自由に利用可能な状

況になれば、これらの媒体により消費者に情報提供されることにより、消費者の

多様なニーズを満たすことが期待される。 
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第6章 食品表示データのオープンデータ化に向けて今後検討すべき

論点 

6.1 調査・検討結果のまとめ 
本事業における調査・検討の結果、食品表示のデジタル化・オープンデータ

化を今後進めるに当たっては、以下の点に留意の上、検討を進めることが必要で

あることが示唆された。 
 

（1） 食品製造事業者、食品卸事業者、小売事業者、商品情報サービス事業者

及びアプリケーションサービス事業者における食品表示データの管理状況

等に係る実態調査 

• いずれの業界においてもデジタル化・オープンデータ化の必要性は認識

しており期待は高い。デジタル化・オープンデータ化の取組みを進める必

要がある。 

• デジタル化・オープンデータ化された場合のデータの正確性に係る責任

の所在等について懸念があるため、これに対応するための方策の検討が

必要。 

• 類似商品や商品の入替りと表示の整合性に対して懸念がある。現在のコ

ード体系の実態を踏まえ、新たな読取の在り方を検討する必要がある。 

• 中小企業におけるオープンデータ化への対応の実行可能性について懸念

が示された。デジタル化・オープンデータ化を一律に求めるのではなく、

実行可能性を踏まえた検討を進める必要がある。 

• 商品情報サービス事業者の既存事業とのバッティングが懸念されること

から、既存事業とのバランスを踏まえながら検討する必要がある。 

• PITS 等の商品情報の規格の統一化に係る取組は進められてきたことを踏

まえ、商品規格書のフォーマットの統一等、情報の清流化による合理化・

効率化が期待される。 

• リアルタイムな食品表示データが取得でき、アプリケーションと自動連

係可能なデータ形式によるデータ公開が期待されていた。 
 

（2） アプリケーションを用いた店舗実証調査 

• デジタル化された食品表示に対して消費者からは、見やすくなった、より

内容を理解できた、と評価は得られている。 
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• デジタル化を進める方向性としては、現在の容器包装上の表記の代わり

にデジタル化することには消極的な声も認められた。一方、容器包装への

更なる表示事項の追加は困難なことを踏まえ、今後は容器包装上の表示

とデジタル表示の併用の在り方を検討する必要がある。 

 

（3） 食品表示データの管理方法及び読取方式の検討 

• Linked-RDF 形式によるデータ流通は、データ利用者であるアプリケーシ

ョン事業者等に高い利便性をもたらす。一方で公開作成における負荷が

大きく、全ての食品製造事業者に Linked-RDF ファイル作成の技術を求

めることは難しい。Linked-RDF ファイル作成負荷を軽減するためのツー

ル提供が必要。 

• 食品表示データの信頼性を担保するための仕組み及び公開したデータの

責任の所在を明確化することが必要。食品表示データのオープンデータ

化における標準化を今後検討する必要がある。 

• データの管理体系としては、集中管理型と分散管理型が考えられる。デー

タ管理に係るコストや、データ流通に係るステークホルダー間における

メリット・デメリット等を鑑み、データ管理体系を検討する必要がある。 

 

（4） 食品表示データの読取方式の検討の方向性 

• 食品表示データの読取方式においては「GS1 アプリケーション識別子」

を参考に、食品業界及び消費者にとって利便性が高く実用性のあるコー

ド体系を具体的に検討することが望ましい。また、１次元シンボルである

バーコードの場合、現状において商品の表示と食品表示データを１対１

で対応させることは難しいため、2 次元シンボル又は電子タグの利活用を

検討することが求められる。 

• デジタルツールを活用した食品表示の検討に関する海外動向としては、

国際的な食品規格を定めるコーデックス委員会において、技術革新を用

いた食品表示の検討が行われており、その中では二次元コードを用いた

表示のガイドライン作成に関する検討が進められている。このような国

際的な状況も踏まえ、食品表示のデジタルツール活用に係る在り方を検

討することが望ましい。 
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• 国外だけでなく、国内の小売店舗においても、食品表示データの一部をデ

ジタル化して消費者に提供している事例が確認できた。 

• 小売店舗では、消費者の買い物を支援する様々なデジタルデバイスが投

入され始めており、こうしたデバイスが食品表示情報を伝達するための

メディアになりうる可能性がある。 
 

6.2 食品表示データのオープンデータ化に向けて今後検討すべき

論点 
本事業の調査・検討の結果を踏まえ、食品表示データのオープンデータ化に

向けて今後検討すべき論点を以下に示す。 

 

（1） 食品表示データのフォーマット 

食品表示データが広く利用されるためには、データのフォーマットが統一

されている必要がある。具体的には、データフォーマットの他、データの公

開形式、データに含まれる語彙の統一等が必要となる。また、公開されるデ

ータの利用条件（ライセンス形態）も整理されることが望ましい。 

したがって、検討を進める際は、将来のデータの拡張性も考慮することが

望ましい。公開されるデータの内容については、食品製造事業者が食品表示

を補足する独自の取組に関する情報を消費者に情報提供することにより、消

費者の信頼性を高めることなどが考えられる。データをオープンデータ化す

ることのメリットについても併せて検討する必要がある。 

さらに、食品表示データの公開と併せ、当該商品の写真データを公開する

ことも必要である。本業務の実証を通じ、商品名だけでは店舗に陳列されて

いる商品と照合することが難しく、商品の写真がないと利用価値が大きく損

なわれることが確認されている。 

 

（2） 食品表示データの適時性及び正確性の担保 

食品表示データが広く利用されるためには、データの適時性や正確性が担

保される必要がある。データの適時性が保証されるためには、食品製造事業

者等にデータを適時公開・更新してもらうだけでなく、流通しているデータ

がいつ作成されたものとであるかを示すタイムスタンプのような仕組みの

導入が必要になる。また、正確性については、食品製造事業者が正確なデー
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タを公開するというだけでなく、データの流通過程において改ざんされてい

ないことをどのように保障するかも検討しなければならない。データを作成

する上で適時性を確保するとともに、流通しているデータの正確性を確保す

る仕組みの導入も併せて検討する必要がある。 

 

（3） 食品表示データの流通方法 

食品表示データの流通方法は大きく２つに分類される。１つは、データを

収集し公開する方法（集約方式）であり、もう１つは食品製造事業者等が保

有するデータを自ら個別に公開する方法（分散方式）である。前者において

は、強力な推進役の存在により確実にデータを集約し流通させることが可能

になる一方、データベースの管理等に係る多大なコストの発生や、各食品製

造事業者が保有するデータの適時性の確保といった課題に対応する必要が

ある。一方、後者においては、センター的機能を果たす組織がないことでコ

ストが抑制されるとともに、公開されるデータの適時性は確保されるものの、

統一的な対応が必要となり、強力な推進力がないと水平展開することが難し

い。データ流通の在り方を検討することが求められる。 

 

（4） 食品表示データのオープンデータ化に向けた仕組みづくり 

我が国には多数の中小・零細を含む食品製造事業者が存在しており、食品

表示データの公開を一律に求めることは現実的ではないと考えられる。他方、

一部の事業者だけが食品表示データを公開しても、その利用価値は限定的な

ものに留まる。食品表示データ流通の実現性と実効性（有用性）のバランス

を考慮しながら、（３）に記載したデータの流通方法の検討と併せ、効率的

に食品表示データの公開・流通を進めるための仕組みを設計する必要がある。 

 

（5） 加工食品を一意に識別する方法 

現在我が国では JAN コードが加工食品の識別子として広く利用されてい

るが、原材料や内容量が多少異なる加工食品に対して同じ JAN コードが付

与されているため、JAN コードでは食品表示データと手元にある加工食品を

一意に識別することはできない。食品表示データを流通させるにあたっては、

こうした実態を踏まえ加工食品を一意に識別するための読取規格の検討が

必要である。このことは食品表示データの利用だけでなく、流通にも大きく
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影響を及ぼすため、その影響を考慮しつつ検討を進める必要がある。現在、

関係省庁では、商品情報を識別するための読み取りタグの在り方や流通の効

率化なども検討されている。こうした動向を踏まえながら、関係省庁とも連

携して加工食品の識別方法を検討していく必要がある。 

 

（6） データ流通に向けた段階的なロードマップの提示 

食品表示データが流通し、だれもがそのデータに自由にアクセスできる環

境が構築されることが望ましいと考えられる一方、現在の状況から一足飛び

にそれを実現するのは容易ではない。特に（５）に記載した識別子に関する

問題は、加工食品の流通全体に影響を及ぼすことが考えられる。また、既存

の商品情報サービス事業者の取組も踏まえ、段階的にそれを実現していくた

めのロードマップを示すことが期待される。 
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第7章 提言 
本事業を通じ、食品表示をデジタル化・オープンデータ化することにより、

消費者にとって、食品表示をよりわかりやすく、また活用するために有効な方策

であることが確認された。一方で、食品表示のデジタル化・オープンデータ化を

進める上で考慮するべき課題があることも確認された。今後の取組みに向け、以

下に２つの提言を示す。 

 

（1） 食品表示データの流通形態の構想と食品製造事業者等との合意形成 

これまで消費者庁が実施した調査から、食品表示に対する消費者の評価は、

より詳しい情報を求める意見とより簡潔な情報を求める意見が確認されて

おり、消費者のニーズが多様化していると想定される。食品表示のデジタル

化・オープンデータ化は、多様化するニーズに対応することが可能であり、

消費者にとってもよりわかりやすく、活用しやすい情報を提供するという点

において重要な役割を果たしうることが確認されている。 

消費者にとってより分かりやすく活用される食品表示とするためには、食

品表示データをだれもが制限なく利用できる条件の下で正確な情報がデジ

タル化・オープンデータ化することが望ましいと考えられる。食品表示デー

タのデジタル化・オープンデータ化を具体的に進めるにあたっては、食品表

示制度の主旨とデジタル化の特性を踏まえ、効率性、透明性、拡張可能性等

を考慮しつつ在り方の検討を進める必要がある。他方、食品表示データのオ

ープンデータ化は、食品製造事業者をはじめとする各事業者への影響や負担

が増えることも懸念されることから、食品表示データのオープンデータ化に

取り組むためのメリットを各事業者に提示しつつ検討を進める必要がある。 

以上を踏まえ、今後は食品表示データのデジタル化・オープンデータ化の

在り方を示しながら、官民で食品表示データのデジタル化・オープンデータ

化に取り組むための検討を進めていくことが求められる。 

 

（2） 関係省庁とも連携した取組みの推進 

食品表示データがオープンデータ化されれば、消費者が当該情報を確認す

るための利用だけでなく、買い物時の支援的なサービス（アレルギー物質の

アラート機能やネットスーパーなど商品を手に取ることのできない販売環

境での情報提供など）や流通過程における商品管理（消費・賞味期限の管理、
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保存方法など）など、様々な形態で利用されることが想定される。そのため、

食品表示データをオープンデータ化するだけでなく、そのオープンデータ化

されたデータをどのように利用していくのかといった活用方法も併せて検

討することが望ましい。 

また、食品表示データのオープンデータ化に係る食品製造事業者の負担を

軽減し、効率的なデータ流通を実現するためには、将来的には食品表示以外

の荷姿情報等の商品情報も含め、データを流通させる上で全体的な視点を持

って仕組みの設計を行うことが望ましいと考えられる。 

現在、関係省庁では、識別子の読取方法の検討など、本事業と関連すると

想定される検討・調査が実施されており、これらの施策も踏まえた取組みを

企画・推進していことも求められる。 

今後、食品表示のデジタル化・オープンデータ化を検討するに当たっては、

関係省庁や民間事業者と連携しながらその実現に向けた検討・取組を進めて

いくことが望ましい。 

 

また、この取組は、消費者だけでなく事業者にとっての業務効率化につなが

ることも期待されることから、引き続き検討を進めるとともに、社会全体で進む

データ利活用の流れに遅れないよう、段階的かつスピード感をもって推進して

いくことが重要である。一方、本取組は、各事業者が考える理想形をすぐに実現

することは困難であることから、まずは早い段階で小規模な社会実装を実現し、

それを段階的に拡大・成⾧させていくことが成功の鍵になると考える。 

 

以上 

 


